
種類 講座等の例 リンク

A.
ライフデザイ
ン支援講座の
受講

①Yamanashi Lifestyle DesignBookを読んで習熟度テストを受ける
https://fujiyoshida.form.kintoneapp.com/public/lifedesigntest

②民間等で開催されているライフデザインに関する講座を受ける

B.
プレコンセプ
ションケアに
関する講座の
受講

①プレコンセプションケア啓発動画2022を視聴する
https://youtu.be/AnKN0JfPgtU

②山梨県主催のプレコンセミナーを受講する
https://www.pref.yamanashi.jp/kosodate/preconceptioncare.html
※開催が決まり次第掲載されます。

C.
医療機関や市
保健師への妊
娠・出産に関
する相談

①医療機関で妊娠・出産に関する相談をする

②市の保健師に妊娠・出産に関する相談をする
「結婚新生活支援事業補助金に伴う相談をしたい」と連絡してください。
（問合せ：こども家庭センター 0555-22-1632）

D.
共家事・共育
て講座の受講

①ご夫婦で富士吉田市両親学級の見学をする
https://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/site/kosodate/2526.html
「結婚新生活支援事業補助金に伴い両親学級を見学したい」と連絡して
ください。
（問合せ：こども家庭センター 0555-22-1632）
※妊娠中のご夫婦は実際に参加することができます。（要予約）

②厚生労働省トモイクプロジェクトの動画を視聴
https://tomoiku.mhlw.go.jp/seminarevent/archive/

富士吉田市結婚新生活支援事業補助金の申請にあたっては、以下のA〜Dのいずれか一つ

を選択し、受講または実施していただくことが必須要件となります。（夫婦ともに受講等が

必要です。おふたりで同じものを選んでも、別々のものを選んでも構いません）。

結婚に伴う新生活をはじめるにあたり、おふたりでこれからの人生設計について話し合う

きっかけになれば幸いです。

｢富士吉田市結婚新生活支援事業補助金｣申請に係る
講座受講や妊娠･出産相談について

・A～Dに合致した内容であれば、上記以外のものでも構いません。

・４月１日から申請日までに必ず受講もしくは実施してください。

・事前相談及び申請書の「受講講座名等」には、講座や動画名、もしくは医療機関名等を記

載してください。（例：プレコンセプションケア啓発動画2022、〇〇クリニック、等）

・「受講等年月日」には、受講もしくは実施した日を記載してください。

https://fujiyoshida.form.kintoneapp.com/public/lifedesigntest
https://www.pref.yamanashi.jp/kosodate/preconceptioncare.html
https://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/site/kosodate/2526.html
https://tomoiku.mhlw.go.jp/seminarevent/archive/

